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1989.4.30(2頁)

史実：「刑事弁護㋮㋥ュア㋸刊行」

→

法律書としては異例の7500部発行。

法友全期会活動の一つの柱が確立。
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III-3 —歴史を振り返る—

第三転換期

ラーメン屋で即決した「一斉無料相談」実施

当時の法友全期会は、研究会活動も活発で、

度々行われた懇親会が盛り上がり、

名残を惜しんで二次会になだれ込むことは常であった。

あれも、そんな二次会の席のことであった。

新宿のラーメン屋で、会員のひとりが、

ラーメンをすすりながら、

「何かやらなきゃいかん！」と

幕末の土佐浪士さながら、口火を切った。

若手弁護士たちは即座に㋢ーブ㋸を叩いて賛同し、

「若手が体を張ってやるなら、無料法律相談しかない！」

「そうだ、そうだ！無料相談しかない！」

と、ものの数分で決まってしまった。

きっかけは迅速だが、計画は緻密に進められ

1992年10月、都内13箇所で、

国内初の試みである「一斉無料法律相談」が実施された。

そこには、法律問題に悩む人々が押し寄せ、

相談件数は予想を超える、582件にも上る盛況ぶりであった。

これが、現「全期法律相談セン㋟ー」の前身であり、

法友全期会の、外部向け活動本格化の滑り出しである。

より市民のために
外へ踏み出す

ラーメン屋で
即決した
「一斉無料相談」
実施

シェアストーリー
（革新性の開花）
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㋛ョー㋣バージョン

ラーメン屋で即決した「一斉無料相談」実施

あれは定例会後の二次会でのこと。会員のひとりが、ラーメンをすすりながら、

「何かやらなきゃいかん！」と幕末の土佐浪士さながら、口火を切った。

「若手が体を張るなら、無料法律相談しかない！」「そうだそうだ！」と即決

1992年10月、都内13箇所で、国内初「一斉無料法律相談」が実施された。

これが、現「全期法律相談セン㋟ー」の前身であり、

法友全期会の外部向け活動本格化の滑り出しである。
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「学校へ行こう」の合言葉が結実した日

－1995年の初夏のある日、

　東洋英和女学院 高等部の教壇に

　2人の弁護士が立った－

弁護士に気軽に相談できない敷居の高さを、

払拭していこうじゃないか。

そうだ、次の時代を担う若者たちに会いに行こう！

「学校へ行こう」企画が始動。

初の試みに各人が奔走し、ついにその当日を迎える。

「弁護士の毎日は？」「なるのは難しいの？」

好奇心旺盛な女子高生たちの質問攻めに、

笑顔で答え、和気あいあいと授業を進めた。

「弁護士にとって正義とは？」

その問いに、一人の弁護士が口にしたのは、

工場のプ㆑㋜で手を潰した在日外国人を

不当に追い込む工場を相手に、戦った時の話だった。

事実の持つ重みに、教室は静まり返り、

彼女たちの心には、司法制度と正義への関心が

しっかりと芽生えたようだった。

「学校へ行こう」

それは、今もなお、東京弁護士会法教育委員会によって

受け継がれている。

より市民のために
外へ踏み出す

「学校へ行こう」
の合言葉が
結実した日

シェアストーリー
（革新性の開花）
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分析

若手の批判集団として、法曹界の中で存在感を発揮してい

た法友全期会が、より市民のために、若手ならではの機動

力を活かし、「市民のための司法」をめざす実践活動との観

点から（1994.8.30（8頁））、法曹界の外へとその活動の場

を広げていく。その代表的な活動が、「一斉無料法律相談」

と「学校へ行こう！」である。　

「一斉無料法律相談」は、1992年10月31日（土）・11月1

日（日）に、玉川区民会館や西武百貨店有楽町店等都内各

13か所の施設で行われた。2日間にわたり、延べ234名の弁

護士が参加し、相談総数は582件にものぼった。この「一

斉無料法律相談」を契機に、外へ向けた実践活動が法友全

期会の新しい活動の1つに加えられるようになっていく

（法友全期会20周年記念誌（29頁））。

「学校へ行こう！」は、若手弁護士が学校（高校）の教室

に行って生徒とともに模擬裁判をしたり、学校の自習時間

などに出かけて、若手弁護士が生きた教材となって司法の

役割や弁護士の日常などを伝えようという思いから立ち上

がった（1995.8.25(3頁)）。企画の立ち上がった1995年度に

は、東洋英和女学院高等部、専修大学付属高校・同松戸高

校、都立調布南高校、湘南白百合学園中高校、都立第五商

業高校、都立両国高校定時制といった多くの高校へ精力的

に訪問している。「弁護士と高校生が初めて協力し合い刑事

事件を裁く公開模擬裁判」として、新聞にも取り上げられ

た（1996.8.5(8頁)）。現在は、東京弁護士会の法教育委員会

の活動として、受け継がれている。

現在では当たり前だが当時では画期的で社会的にも影響

力のある活動を、法友全期会が先陣を切って実施している

のである。
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1994.7.18(6頁) 1994.7.18(7頁)

1994.7.18(8頁)

史実：「教育現場への講師派遣」

→

「教育現場への講師派

遣」は「市民のための

司法」である。
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1995.8.25(2頁) 1995.8.25(3頁)

1995.8.25(4頁)

史実：「学校へ行こう」

→→

教えるのではなく市民

感覚で足を運び、高校

生と交流を深める。




